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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線電話モードと情報配信システムからのサービス情報の受信モードとを設定可能な装
置本体と、
　該装置本体で受信された該サービス情報が格納される記憶装置と、
　該装置本体に取り外し可能に接続されるとともに、該記憶装置が出し入れ可能に装着さ
れる収納部を有し、該収納部に収納された該記憶装置に格納されている該サービス情報の
聴取モードを設定可能とするリモートコントローラと、
　該リモートコントローラに接続されるイヤホーンと
　を備え、
　該装置本体は、入力操作を受け付ける入力装置と無線通信装置とスピーカとマイクロホ
ンと表示装置と制御装置とを備え、
　該リモートコントローラは、該記憶装置を制御する第２の制御装置と該第２のマイクロ
ホンと該聴取モードを設定する再生／一時停止スイッチと通話キーとを備え、
　該第２の制御装置は、該再生／一時停止スイッチの聴取モードの指示操作を受け付けて
、該記憶装置に格納されているサービス情報を再生して該イヤホーンに供給し、該聴取モ
ード中に、該無線通信装置を介して電話呼び出しがあった場合には、該記憶装置の再生を
一時中断し、該通話キーの操作を受け付けて、該イヤホーン及び該第２のマイクロホンを
介しての通話を可能とする
　ことを特徴とする携帯型通信端末装置。
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【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２の制御装置は、前記記憶装置の再生を一時中断する際には、該再生中断時での
前記記憶装置のアドレスを停止位置マークとして記憶させ、再度の聴取モードの指示操作
により、前記停止位置マークから再生を開始する
　ことを特徴とする携帯型通信端末装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記リモートコントローラは、前記記憶装置に格納されたサービス情報のタイトルを表
示するための表示部と前記サービス情報を選択するための選択キーとを備えていることを
特徴とする携帯型通信端末装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記リモートコントローラに伝言モードの設定手段を設けるとともに、前記装置本体に
相手方のメッセージを記録保存する手段を設け、
　前記聴取モード中でかつ伝言モードが設定された状態では、前記無線通信装置を介して
電話呼び出しがあった場合には、相手方のメッセージを前記記録保存する手段に記録保存
し、前記聴取モードを継続する
　ことを特徴とする携帯型通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報配信システム用の携帯型通信端末装置に係り、特に、無線電話機能と情報
配信サービスの受信機能とを備えた携帯型通信端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話やＰＨＳなどの携帯可能な移動体通信端末装置において、サービス会社（
通信プロバイダ）からの配信される情報を受信できるようにした携帯型通信端末装置が注
目されている。例えば、「移動体通信ビジネス」（日本経済新聞社版）の第８９頁に記載
されているように、交通，気象，ニュース，レジャー情報，株式，為替などの音声情報が
、既に通信プロバイダー各社からサービス情報として提供されている。かかる情報配信サ
ービスは、通信プロバイダにとっても、新しい市場を作り出すことから、大きな期待が持
たれている。
【０００３】
本出願人は、先に、特願平９ー２９９９４４号により、携帯型通信端末装置（移動体通信
端末）を用いて通信プロバイダが提供するサービス情報を受信できるようにした情報配信
システムを提供した。
【０００４】
かかる情報配信システムに用いられる携帯型通信段末装置は、既存の携帯電話やＰＨＳと
同様の手段を備えてこれらと同様の機能を有するとともに、ＩＣカードやフラッシュメモ
リＭＤなどの大容量メモリを着脱可能に内蔵した構成をなしており、通信プロバイダから
の受信した配信サービス情報を格納し、後に再生してこれを聴取することができるように
した機能も備えている。
【０００５】
図１１はかかる携帯型通信端末装置の概要を示す斜視図であって、図示するように、かか
る携帯型通信端末装置では、液晶の表示部５０やテンキーなどの操作部５１，マイクロホ
ン５２，スピーカ５３、着呼を知らせるベル５４，送受信用のアンテナ５５などが装置本
体に設けられており、基本的には、携帯電話やＰＨＳなどと同様の構成をなしているが、
筐体の右側面下部に形成された挿入口５６からリムーバルな上記の大容量メモリ５７が出
し入れ可能に構成されている。
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【０００６】
この携帯型通信端末装置を所有するユーザが操作部５１を操作して情報配信システムにサ
ービス情報のメニューを要求すると、情報配信システムはメニュー情報をこのユーザに送
信する。携帯型通信端末装置では、このメニュー情報を受信すると、表示部５０にこのメ
ニューを表示する。そこで、ユーザが、操作部５１のテンキーなどの操作により、このメ
ニューから所望のサービス情報や受信条件（希望受信日時など）などを選択要求すると、
この要求に応えて希望されるサービス情報を希望する受信条件に従って送信する。携帯型
通信端末装置では、このサービス情報を受信すると、ベル５４が稼働せず、これを内蔵す
る大容量メモリ５７に書き込んで保存する。その後は、操作部５１の所定操作により、大
容量メモリ５７に格納されているサービス情報を再生することができる。このサービス情
報は、スピーカ５３もしくは図示しないイヤホーンなどによって聞き取ることができる。
【０００７】
無線電話として機能する場合には、送話，受話のための操作は携帯電話やＰＨＳの場合と
同様であり、また、相手側からの着呼があった場合には、ベル５４が稼働する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、かかる携帯型通信端末装置では、その本体装置に操作部５１が設けられ、所望
動作を行なわせるためには、全てこの操作部５１を操作することになる。しかしながら、
かかる携帯型通信端末装置の本体としては、無線電話としての機能も持たせていることか
ら、少なくとも携帯電話やＰＨＳと同程度の大きさ（縦，横，長さの寸法）を有しており
、常に手で持ち歩くには、少々嵩張ったものとなるし、また、ポケットに入れるにも少々
大き過ぎるものである。
【０００９】
そこで、電車内などで上記の大容量メモリに保存されているサービス情報を再生して聴く
場合には、装置本体をバックなどに収納して携帯し、その再生内容をイヤホーンを介して
聴取するようにすることが一般的であり、また、邪魔になることもない。しかし、その反
面、このサービス情報の再生聴取のための操作は装置本体の操作部５１で行なわなければ
ならないため、例えば、再生の開始や一時停止，停止などの操作、大容量メモリ５７に保
持されているサービス情報の選択など操作を行なうためには、バックなどの収納物からい
ちいち装置本体から取り出す必要があるという煩わしさが伴なう。このため、使い勝手の
点でさらなる改善が必要となる。
【００１０】
また、無線電話機能を使用する場合も、相手側からの着呼があると、通話状態とするため
には、やはり装置本体の操作部５１を操作する必要があることは勿論のこと、通話するた
めには、装置本体のマイクロホン５２やスピーカ５３を用いることが必要となり、このた
めにも、バックなどの収納物からいちいち装置本体を取り出す必要がある。
【００１１】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであって、その目的は、使用に際しての煩わし
い作業を省くことができるようにし、使い勝手が大幅に向上した携帯型通信端末装置を提
供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、無線電話モードと情報配信システムからのサー
ビス情報の受信モードとを設定可能な装置本体と、装置本体で受信されたサービス情報が
格納される記憶装置と、装置本体に取り外し可能に接続されるとともに、記憶装置が出し
入れ可能に装着される収納部を有し、収納部に収納された記憶装置に格納されているサー
ビス情報の聴取モードを設定可能とするリモートコントローラと、リモートコントローラ
に接続されるイヤホーンとを備え、装置本体は、入力操作を受け付ける入力装置と無線通
信装置とスピーカとマイクロホンと表示装置と制御装置とを備え、リモートコントローラ
は、記憶装置を制御する第２の制御装置と第２のマイクロホンと聴取モードを設定する再
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生／一時停止スイッチと通話キーとを備え、第２の制御装置は、再生／一時停止スイッチ
の聴取モードの指示操作を受け付けて、記憶装置に格納されているサービス情報を再生し
てイヤホーンに供給し、聴取モード中に、無線通信装置を介して電話呼び出しがあった場
合には、記憶装置の再生を一時中断し、通話キーの操作を受け付けて、イヤホーン及び第
２のマイクロホンを介しての通話を可能とする。
【００１３】
　また、本発明は、第２の制御装置が、記憶装置の再生を一時中断する際には、再生中断
時での記憶装置のアドレスを停止位置マークとして記憶させ、再度の聴取モードの指示操
作により、停止位置マークから再生を開始する。
【００１４】
　また、本発明は、リモートコントローラが、記憶装置に格納されたサービス情報のタイ
トルを表示するための表示部とサービス情報を選択するための選択キーとを備えている。
【００１５】
　また、本発明は、リモートコントローラに伝言モードの設定手段を設けるとともに、装
置本体に相手方のメッセージを記録保存する手段を設け、聴取モード中でかつ伝言モード
が設定された状態では、無線通信装置を介して電話呼び出しがあった場合には、相手方の
メッセージを記録保存する手段に記録保存し、聴取モードを継続する。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面により説明する。
図１は本発明による携帯型通信端末装置の第１の実施形態を示す構成図であって、１は装
置本体、２は大容量メモリ、３はアンテナ、４はリモートコントローラ（以下、リモコン
という）、５はイヤホーン、６，７はコード、８，９はプラグである。
【００１７】
同図において、この実施形態は、装置本体１とリモコン４とイヤホーン５とから構成され
ており、リモコン４のコード６の先端のプラグ８を装置本体１の上側面（即ち、アンテナ
３が設けられている面）に設けられたジャック（図示せず）に装着することにより、リモ
コン４を装置本体に接続することができ、また、イヤホーン５のコード７の先端のプラグ
９をリモコン４に設けられたジャック（図示せず）に装着することにより、イヤホーン５
をリモコン４に接続することができる。
【００１８】
装置本体１内には、その上部（即ち、アンテナ３側）にＩＣカードやフラッシュメモリＭ
Ｄなどのリムーバルな大容量メモリ２が収納されており、かかる大容量メモリ２は、装置
本体１の上側面に設けられた挿入口（図示せず）から出し入れ可能にしている。また、リ
モコン４には、マイクロホン（図示せず）が設けられている。このリモコン４には、コー
ド６を上記のように装置本体１に接続することにより、装置本体１からコード６を通して
電源電圧が供給される。そして、さらに、リモコン４にコード７を接続することにより、
このマイクロホンとイヤホーン５とにより、相手方との通話が可能となる。従って、コー
ド６は、電源線と音声信号の双方向伝送線路と制御信号の双方向伝送線路とからなってい
る。
【００１９】
なお、後述するように、装置本体１にも、通話用のマイクロホンとスピーカとが設けられ
ており、リモコン４のコード６が装置本体１に接続されていないときには、これらのマイ
クロホンやスピーカが有効であるが、コード６を装置本体１に接続すると、リモコン４の
マイクロホンが有効となって装置本体１のマイクロホンが無効となり、さらに、コード７
をリモコン４に接続すると、イヤホーン５が有効となって装置本体１のスピーカが無効と
なる。
【００２０】
図２は図１における装置本体１の一具体例を示す図であって、同図（ａ）はその正面図、
同図（ｂ）はその上面図、同図（ｃ）は同図（ａ）の分断線Ａ－Ａに沿う断面図、同図（
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ｄ）は同図（ａ）の分断線Ｂ－Ｂに沿う断面図、同図（ｅ）は同図（ａ）の分断線Ｃ－Ｃ
に沿う断面図であり、１ａは上カバー、１ｂは下カバー、１０は操作部、１１は液晶表示
部、１１ａは表示画面、１２はマイクロホン（以下、マイクと略称する）、１３はスピー
カ、１４は挿入口、１５はバッテリ、１６は通信回路部、１７は基板、１８はジャックで
ある。なお、図１に対応する部分には同一符号を付けている。
【００２１】
図２（ａ）～（ｅ）において、上カバー１ａと下カバー１ｂとで装置本体１の筐体が形成
されており、この上カバー１ａの中央部（以下では、アンテナ３側を筐体の上部、それと
は反対側を筐体の下部という）から下部にかけての領域をテンキーや各制御キーなどから
なる操作部１０とし、この操作部１０よりも上部側に液晶表示部１１の表示画面１１ａが
配置され、さらにその上部側に、スピーカ１３に対向した貫通孔が設けられている。また
、操作部１０よりも下部側に、マイク１２に対向した貫通孔が設けられている。
【００２２】
また、上カバー１ａと下カバー１ｂとからなる筐体の上側面には、図１（ｂ）から明らか
なように、送受信用のアンテナ３とともに、大容量メモリ２を出し入れするための挿入口
１４とリモコン４のコード６（図１）やイヤホーンを接続するためのジャック１８とが設
けられている。
【００２３】
上カバー１ａと下カバー１ｂとからなる筐体の内部では、図１（ｃ）～（ｅ）から明らか
なように、その内部全体にわたって広がる基板１７が設けられており、この基板１７と上
カバー１ａとの間に、操作部１０の各キーに対するスイッチ素子などの電気部品や液晶表
示部１１，スピーカ１３，マイク１２、さらに、図示しないが、無線電話の着呼を知らせ
るベルなどが内蔵されている。また、基板１７と下カバー１ｂとの間には、その下部側に
電源としてのバッテリ１５が、その上部側の挿入孔１４に対向して、大容量メモリ２の収
納部が、この収納部とバッテリ１５との間に通信手段１６が夫々配置されている。
【００２４】
なお、図示しないが、基板１７には、操作部１０のための回路部や液晶表示部１１の駆動
回路，スピーカ１３やマイク１２のための信号処理回路などの必要な各種回路やメモリな
どが搭載されている。
【００２５】
また、装置本体１（即ち、筐体）での操作部１０や適当な場所に、大容量メモリ２のため
の各種操作キー（例えば、イジェクトキーや再生キー，停止キーなど）も設けられている
が、これらについては、図２では、明示していない。
【００２６】
かかる構成において、大容量メモリ２は、装置本体１の挿入口１４から手で押し込むこと
により、その内部の収納部に装着され、操作部１０のイジェクトキーを操作することによ
り、この挿入口１４から外部にイジェクトされる。
【００２７】
装置本体１内に大容量メモリ２が装着され、電源をＯＮした状態では、上記特願平９ー２
９９９４４号に記載の発明と同様、操作部１０を適宜操作することにより、情報配信シス
テムにサービス情報のメニューを要求し、これを受信して表示画面１１に表示させ、この
中から所望とするサービス情報を操作部１０の操作によって選択要求することにより、情
報配信システムから希望するサービス情報の提供を受けることができる。情報配信システ
ムからサービス情報を受信すると、自動的にこれが通信回路部１６で処理されて大容量メ
モリ２に書き込み保存される。また、操作部１０の選択キーを操作することにより、大容
量メモリ２から保存されているサービス情報のうちの希望するサービス情報を選択するこ
とができ（この場合、選択キーを操作することにより、表示画面１１ａでタイトルなどの
サービス情報の内容を示す情報が切換え表示される）、操作部１０の再生キーを操作する
ことにより、選択されたサービス情報が再生されてスピーカ１３から聴取することができ
る。なお、ジャック１８には、イヤホーンも接続することができ、この場合には、スピー
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カ１３の代わりに、このイヤホーンを介して再生されるサービス情報や相手側の電話から
の音声を聴取することができる。
【００２８】
この実施形態においても、電源をＯＮしただけの状態では、無線電話の通話待機状態にあ
り、携帯電話やＰＨＳなどの無線電話と同様に、操作部１０を操作することにより、相手
側の呼出しと通話を行なうことができるし、着呼によってベルが鳴り、これに対して操作
部１０を適宜操作をすることにより、相手側との通話が可能となる。
【００２９】
かかる装置本体１では、その筐体内部において、大容量メモリ２の収納部をその上部側に
設定し、大容量メモリ２がバッテリ１５と重なり合わないようにしているため、筐体の縦
，横，長さの寸法を変えずに、筐体の厚みを薄くすることができ、従来の情報配信システ
ム用の形態型通信端末装置に比べ、より薄型化が可能となる。
【００３０】
なお、通信回路部１６としては、基板１７に搭載したものとするようにしてもよい。
【００３１】
図３は図１におけるリモコン４の一具体例を示す構成図であって、同図（ａ）はその正面
図、同図（ｂ）はその側面図、同図（ｃ）はその背面図、同図（ｄ）はその上面図、同図
（ｅ）はその底面図、同図（ｆ）は同図（ａ）の分断線Ａ－Ａに沿う断面図、同図（ｇ）
は同図（ａ）の分断線Ｂ－Ｂに沿う断面図であり、１９は液晶表示部、１９ａは表示画面
、２０は選択キー、２１は再生／一時停止キー、２２は停止キー、２３は通話キー、２４
はマイクロホン（以下、マイクと略称する）、２５はクリップ、２６はジャック、２７は
基板、２８はメモリ、２９は窓である。
【００３２】
図３（ａ）～（ｇ）において、リモコン４は、その本体の筐体が筒状をなし、その筐体の
上面に円盤状のマイク２４が取り付けられ、その筐体の底面では、本体装置１（図１）と
接続するためのコード６が引き出されているとともに、イヤホーン７のプラグ９（図１）
を差し込むためのジャック２６が設けられている。なお、ここでは、リモコン４の筐体を
円筒状に図示しているが、四角筒，多角筒などの角筒状であってもよい。
【００３３】
このリモコン４の本体側の正面には、この本体の長手方向に沿って液晶表示部１９の表示
画面１９ａ，選択キー２０，再生／一時停止キー２１，停止キー２２，通話キー２３がそ
の順に配列されており、この本体の筐体には、図３（ｆ）から明らかなように、液晶表示
部１９の表示画面１９ａに対向して窓２９が設けられ、この窓２９を通して表示画面１９
ａをみることができるようにしている。
【００３４】
ここで、大容量メモリ２（図２）には、受信したサービス情報を保存するとともに、保存
したサービス情報を検索するためのタイトルなどの情報のリストも作成されて格納されて
おり、選択キー２０を操作すると、このリストから最初のタイトルが読み出されて表示画
面１９ａに表示され、選択キー２０を操作する毎に、１つずつタイトルがスクロール表示
される。このスクロールの方向は切り換えることができ、これにより、希望するサービス
情報を選択することができる。このようにして希望するサービス情報を選択した後、再生
／一時停止キー２１を操作すると、この選択したサービス情報の大容量メモリ２からの再
生が開始される。この再生されるサービス情報は、イヤホーン５（図１）から聴取するこ
とができる。そして、この再生中、再生／一時停止キー２１を操作すると、この再生の一
時停止モードとなり、さらに、一時停止モードのときに再生／一時停止キー２１を操作す
ると、この一時停止モードが解除されて再生が再開される。また、停止キー２２を操作す
ると、再生モードが解除されて停止モードとなる。
【００３５】
なお、後述するように、相手側からの電話呼出し中に通話キー２３を操作すると、マイク
２４とイヤホーン５（図１）とで相手方との通話が可能となる。
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【００３６】
リモコン４の本体の筐体内には、その長手方向に沿って基板２７が内蔵され、その一方側
に液晶表示部１９や上記の各種キー２０～２３などが配置されており、他方側に、動作制
御や信号処理用のメモリ２８が配置されている。ここで、リモコン４の本体内では、上記
各種キー２０～２３の操作に応じた制御信号を形成するための処理回路や液晶表示部１９
の駆動用の回路，マイク２４からの音声信号を処理して装置本体１（図１）に送るための
処理回路、装置本体１からの音声信号を処理してイヤホーン５に送るための処理回路，こ
れらの回路を動作制御するためのＣＰＵ（中央処理ユニット）などが基板２７に設けられ
ている。
【００３７】
さらに、このリモコン４の本体の背面には、図３（ｂ），（ｃ）などから明らかなように
、クリップ２５が設けられており、これを上着のポケットなどに差し込むことにより、リ
モコン４を衣服に取り付けることができる。
【００３８】
かかるリモコン４を、図１に示すように、装置本体１に接続し、さらに、このリモコン４
にイヤホーン５を接続した状態では、上記のように、装置本体１からリモコン４に電源電
圧が供給されているが、キー２０～２３のいずれをも操作しないときには、基板２７に搭
載されているＣＰＵのみが稼働状態にあり、液晶表示部１９は電源ＯＦＦの状態にあって
、稼働状態になく、また、上記の各回路も電源が供給されていない。これにより、リモコ
ン４の省電力化が図られている。かかる状態をリモコン待機状態という。
【００３９】
以上説明した装置本体１とリモコン４とイヤホーン５とを互いに接続したこの実施形態の
全体構成を図４に示し、その一使用形態を図５に示す。
【００４０】
図１～図５において、無線電話機能を利用して、ベルなどの作動によって相手方からの電
話呼出しを知り、装置本体１の操作部１０で相手方との通話操作を行なって相手方との通
話状態に切り換わると、装置本体１で相手方との通話ができるようになる。また、リモコ
ン４の通話キー２３を操作すると、リモコン４では、ＣＰＵが作動してマイク２４やイヤ
ホーン５のための回路を稼働状態とし、これらマイク２４とイヤホーン５とによって相手
方との通話を可能とする。通話が終了して通話キー２３を再度操作すると、リモコン４で
は、ＣＰＵが作動してマイク２４やイヤホーン５のための回路への電源電圧の供給を遮断
し、リモコン待機状態に移行させる。
【００４１】
また、装置本体１に装着されている大容量メモリ２からそこに保持されている所望のサー
ビス情報を再生して聴取する場合には、まず、リモコン４において、選択キー２０を操作
する。これにより、ＣＰＵが作用して液晶表示部１９を駆動するための各回路に電源電圧
を供給するようにして、液晶表示部１９を稼働状態にする。そして、ＣＰＵはコード６を
介して装置本体１に、大容量メモリ２に保存されているサービス情報のタイトルのリスト
情報を読み出すための指示信号を送る。装置本体１では、この指示信号に応答して、大容
量メモリ２からタイトルのリスト情報を読み出し、コード６を介してリモコン４に送る。
【００４２】
そこで、リモコン４では、ＣＰＵが作用して、このリスト情報を受信してメモリ２８に格
納し、そのリストの中の最初のタイトルを読み出して液晶表示部１９の表示画面１９ａに
表示させる。ユーザはこの表示画面１９ａに表示されるタイトルを見て今聴取したいサー
ビス情報であるか否かを判断し、聴取希望のサービス情報でなければ、選択キー２０を操
作する。これにより、ＣＰＵが作用してメモリ２８から次のタイトルを読み出し、液晶表
示部１９の表示画面１９ａに表示させる。このようにして、選択キー２０を操作すること
により、聴取を希望するサービス情報を探すことができる。
【００４３】
希望するサービス情報のタイトルが液晶表示部１９の表示画面１９ａに表示されると、こ
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のサービス情報を聴取できるようにするために、再生／一時停止キー２１を操作する。こ
れにより、ＣＰＵが作動し、このサービス情報を大容量メモリ２から再生することを指示
する指示信号をコード６を介して装置本体１に送る。ここで、上記のリスト情報には、各
タイトル毎に該当するサービス情報が格納されている大容量メモリ２でのアドレス情報も
含まれており、上記の指示信号には、選択されたサービス情報に対するこのアドレス情報
も含まれている。これとともに、ＣＰＵは、イヤホーン５のための回路も、電源電圧を供
給するようにして稼働状態にする。
【００４４】
装置本体１では、リモコン４からこの指示信号を受けると、この指示信号とともに送られ
てきたアドレス情報をもとに、ユーザが希望するサービス情報を大容量メモリ２から読み
出し、これをコード６を介してリモコン４に送る。リモコン４では、このサービス情報が
受信されてイヤホーン５に供給される。これにより、ユーザは希望するサービス情報を聴
取することができる。
【００４５】
また、かかる再生状態でリモコン４の再生／一時停止キー２１を操作すると、ＣＰＵは一
時停止指令信号を装置本体１に送る。装置本体１では、この指令信号を受けると、そのと
きの読出しアドレスを保持したまま大容量メモリ２からのサービス情報の読出しを一時停
止し、一時停止モードを設定する。また、リモコン４において、この一時停止モードで再
度再生／一時停止キー２１を操作すると、ＣＰＵは再生指令信号を装置本体１に送る。こ
れにより、装置本体１では、保持していたアドレスから大容量メモリ２での読出しを再開
し、再生するサービス情報をリモコン４に送る。これにより、一時停止モードが解除され
て再生モードに復帰し、イヤホーン５でサービス情報の聴取ができるようになる。
【００４６】
さらに、再生モードあるいは一時停止モードで停止キー２２を操作すると、ＣＰＵは停止
指令信号を装置本体１に送る。これにより、装置本体１では、アドレスを保持することな
く、大容量メモリ２からの読出しを中止する。また、リモコン４では、ＣＰＵが作用し、
液晶表示部１９の駆動のための回路やイヤホーン５のための回路への電源電圧の供給を遮
断し、リモコン待機状態にする。
【００４７】
図６は図１に示した実施形態の回路構成を示すブロック図であって、３０は情報配信シス
テム、３１は無線通信装置、３２は処理装置、３３は入力装置、３４はデコーダ、３５は
記憶装置、３６は入出力装置、３７はベル、３８は無線伝送路であり、図１，図２に対応
する部分には同一符号を付けている。
【００４８】
同図において、情報配信システム３０は、複数の通信プロバイダ（図示せず）からサービ
ス情報を受け、また、複数のユーザの携帯型通信端末装置（ここでは、その１つのみを示
している）の装置本体１と無線伝送路３８を介して接続されている。無線伝送路３８とし
ては、携帯電話，ＰＨＳなど無線方式を利用した移動体通信網などが用いられる。
【００４９】
装置本体１は、入出力信号の処理を行なう処理回路や各種信号を生成して制御を行なうＣ
ＰＵなどからなる処理装置３２と、図２に示した操作部１０からの信号を扱う入力装置３
３と、図２，図３に示したマイク１２，２４から音声信号を入力して処理装置３２に供給
し、また、処理装置３２で処理された音声信号を図１，図２で示したスピーカ１３やイヤ
ホーン５に供給する入出力装置３６と、記憶装置３５と、情報配信システム３０と無線伝
送路３８を介して通信を行なうための無線通信装置３１とを有している。また、装置本体
１は、特に、相手方からの電話呼出しがあったこと、即ち、着呼を知らせるベル３７を備
えている。これは既存の携帯電話やＰＨＳなどの移動体通信端末装置と同様の構成である
。さらに、装置本体１は、情報配信システム３０から受信したサービス情報をデコードす
るデコーダ３４を備えており、このデコーダ３４でデコードされたサービス情報が装着さ
れている大容量メモリ２に書き込まれて保存される。また、リモコン４から、上記のよう
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にして、ユーザの希望するサービス情報の再生要求があると、処理装置３２は、このサー
ビス情報を大容量メモリ２から再生し、コード６を介してリモコン４に供給する。なお、
大容量メモリ２に保存されたサービス情報は、別の編集機を用いることにより、これを編
集することも可能になる。また、入出力装置３６は、図２に示した液晶表示部１１に表示
情報を供給する機能も備えている。
【００５０】
なお、ここでは、相手方からの着呼を知らせる手段としてベル３７を設けたものとしたが
、装置本体１内にバイブレータを設け（例えば、このバイブレータを基板１７（図２（ｃ
））に搭載するなどする）、相手方からの着呼があると、このバイブレータでもって筐体
を振動させることにより、ユーザに着呼を知らせるようにすることもできる。勿論、この
バイブレータとベル３７とを設け、いずれか一方または両方が作動するように選択できる
構成としてもよい。
【００５１】
さらに、装置本体１に接続するイヤホーンにもバイブレータを設け、相手方からの着呼が
あったときにこのバイブレータを作動させてイヤホーンを振動させることにより、イヤホ
ーンを耳に付けているときも、ユーザが容易に着呼を知ることができるようにすることも
できる。この場合、通話状態にすると、相手方からの音声はイヤホーンで聞けることにな
る。
【００５２】
また、リモコン４においても、例えば、内蔵の基板２７（図６）にバイブレータを設け、
図４，図５に示すようにリモコン４を装置本体１に接続した状態では、相手方からの着呼
があったとき、このバイブレータが作動してリモコンを振動させ、ユーザに着呼を知らせ
るようにすることもできる。
【００５３】
次に、この実施形態の情報配信システム３０からのサービス情報の取得までの手順につい
て図６により説明する。
【００５４】
まず、ユーザが、装置本体１の操作部１０（図２）を操作して、情報配信システム３０の
情報サービスダイヤルへアクセスし、装置本体１と情報配信システム３０とを接続する。
【００５５】
情報配信システム３０は、装置本体１との接続を確認すると、情報サービスダイヤルのメ
ニューリストを送信する。これは情報サービスダイヤルが保有しているサービス情報を選
択するためのタイトルなどのキーワードの一覧を示したものである。
【００５６】
装置本体１では、無線通信装置３１を介してこのメニューリストを受信すると、信号処理
装置３２がこれを入出力装置３６を介して液晶表示部１１の表示画面１１ａ（図２）に表
示させる。ユーザは、操作部１０（図２）を操作することにより、この表示されたメニュ
ーリストの中から、特に自分が取得したいサービス情報を選択する。この場合、この選択
したサービス情報の希望取得期限や取得したサービス情報の大容量メモリ２での消去条件
（例えば、一度再生すると消去するといったこと）なども設定することができる。
【００５７】
処理装置３２は、このような選択されたサービス情報のキーワードやその希望取得期限，
消去条件といった情報を一旦記憶装置３５に書き込み、かかるキーワードや希望取得期限
，携帯型通信端末装置の識別番号などの必要な情報とともに、選択されたサービス情報を
要求する指令信号を無線通信装置３１から無線伝送路３８に出力し、情報配信システム３
０に送る。なお、希望取得期限内に送信できないサービス情報は、この希望取得期限が経
過すると、その要求をキャンセルして送信しないようにする。
【００５８】
情報配信システム３０は、この指令信号を受信すると、それに付加されたキーワードのサ
ービス情報を指定された識別番号を付加して携帯型通信端末装置に送信する。この携帯型
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通信端末装置では、装置本体１において、無線通信装置３１でこの受信したサービス情報
が識別番号から自身のものと判別すると、処理装置３２は、このサービス情報を信号処理
した後、デコーダ３４に供給する。デコーダ３４は、このサービス情報をデコードし、大
容量メモリ２に書き込む。
【００５９】
一方、この大容量メモリ２の特定の領域がディレクトリ領域として設定されており、その
ディレクトリ領域には、サービス情報を記憶するための情報記憶領域での使用状況を表わ
す情報が書き込まれており、信号処理装置３２のＣＰＵは、大容量メモリ２が装置本体１
に装着されると、直ちにこの情報を読み出してこの情報記憶領域の使用状況を把握してお
り、受信したサービス情報を大容量メモリ２に書き込む際には、この把握している使用状
況から、情報記憶領域のうちの書込みができる領域を指定し、この指定領域にデコーダ３
４からのサービス情報を書き込むようにする。また、これと同時に、記憶装置３５に保持
されているこのサービス情報に関するキーワードや消去条件などの情報を読み出し、かか
る情報を情報記憶領域でのこのサービス情報が書き込まれた領域を示すアドレス情報とと
もに、検索情報として、大容量メモリ２のディレクトリ領域に書き込む。
【００６０】
このようにして、大容量メモリ２には、情報配信システム３０からサービス情報を受信す
る毎に、これらサービス情報が書き込まれて保存され、これとともに、この大容量メモリ
２のディレクトリ領域には、保存されている各サービス情報毎の上記検索情報が格納され
ていることになる。先に説明したように、図３に示したリモコン４で選択キー２０を操作
して表示画面１９ａに表示されるタイトルなどの情報は、この大容量メモリ２のディレク
トリ領域に格納されている検索情報がメニューとして読み出されたものである。
【００６１】
なお、消去条件によって消去されるべきサービス情報については、ディレクトリ領域での
これに対する検索情報を無効とする（例えば、この検索情報を消去するか、無効のフラグ
を設定する）。検索情報が無効となった情報記憶領域では、新たなサービス情報を書き込
むことができる。
【００６２】
図７は以上説明した第１の実施形態の受信動作を示すフローチャートである。
【００６３】
同図において、装置本体１は、電源がＯＮしているだけのときには、無線電話の通話待機
状態にある（ステップ１００）。かかる状態で無線通信装置３１による信号の着信がある
と、処理装置３２のＣＰＵは、この受信信号が無線電話信号であるか、サービス情報の信
号であるかを判別する（ステップ１０１）。
【００６４】
受信信号がサービス情報と判別されたときには、このＣＰＵが作用してリモコン４に電源
電圧を供給するとともに（ステップ１０２）、大容量メモリ２にも電源電圧を供給してＯ
Ｎ状態にする（ステップ１０３）。このときには、ベル３７を駆動しない。しかる後、上
記のように、サービス情報の受信が開始されるが、これと同時に、装置本体１の表示画面
１１ａやリモコン４の表示画面１９ａにこのサービス情報のタイトルなどを表示させて受
信が開始したことが表示され（ステップ１０４）、上記のようにして、受信したサービス
情報を大容量メモリ２に書き込んでいく（ステップ１０５）。そして、このサービス情報
の書込みが終了すると（ステップ１０６）、大容量メモリ２の電源をＯＦＦにし（ステッ
プ１０７）、リモコン４の電源もＯＦＦにして（ステップ１０８）、無線電話の通話待機
状態に戻る（ステップ１００）。
【００６５】
また、無線電話の通話待機状態（ステップ１００）で信号着信があり、これが無線電話の
着信であるときには、信号処理装置３２のＣＰＵは、ベル３７を駆動して呼出し音を鳴ら
させる（ステップ１０９）。そこで、ユーザが装置本体１の操作部１０（図２）の通話キ
ーを操作すると（ステップ１１０）、上記ＣＰＵは、入出力装置３６を動作状態にして、
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マイク１２とスピーカ１３とによる通話ができるようにする（ステップ１１１）。あるい
はまた、リモコン４（図３）の通話キー２３を操作することにより（ステップ１１０）、
リモコン４に内蔵されるＣＰＵが装置本体１に制御信号を送り、これにより、マイク２４
（図３）とイヤホーン５とによる通話が可能となる（ステップ１１１）。通話が終わって
ユーザが装置本体１の操作部１０の切断キーを操作すると、あるいはリモコン４の通話キ
ー２３を再度操作すると（ステップ１１２）、無線電話の待機状態に戻る（ステップ１０
０）。
【００６６】
なお、ここで、装置本体１の操作部１０の通話キーを操作してマイク１２とスピーカ１３
とによる通話状態で、さらに、リモコン４の通話キー２３を操作すると、マイク２４とイ
ヤホーン５とによる通話も可能となり、また、リモコン４の通話キー２３を操作してマイ
ク２４とイヤホーン５とによる通話状態で、さらに、装置本体１の操作部１０の通話キー
を操作すると、マイク１２とスピーカ１３とによる通話も可能となる。このように、装置
本体１側とリモコン４側とで通話状態にあるとき、装置本体１の操作部１０の切断キーを
操作すると、装置本体１側での通話状態が解除され、また、リモコン４の通話キー２３を
操作すると、リモコン４側での通話状態が解除される。
【００６７】
以上のようにして、この実施形態では、サービス情報を受信したときには、ユーザに何ら
の操作も要求とせず、このサービス情報が自動的に大容量メモリ２に格納されることにな
り、ユーザの操作の手間を省いて使い勝手が向上する。また、電話を受信するときには、
操作本体１側ででも、また、リモコン４側にマイク２４とイヤホーン５とが設けられてい
るので、リモコン４側ででも通話が可能となり、図５に示すように、装置本体１を携帯し
ているバックなどに収納し、リモコン４をクリップ２５によって上着の外ポケットなどに
取り付けて使用しているような場合、わざわざ装置本体１をバックから取り出さなくとも
通話が可能であり、使い勝手が大幅に向上する。
【００６８】
図８は第１の実施形態の大容量メモリ２からの再生中に電話呼び出しがあった場合の動作
を示すフローチャートである。
【００６９】
同図において、いま、大容量メモリ２からサービス情報が再生されていて、リモコン４に
接続されているイヤホーン５（図１）によってこれを聴取しているものとする（ステップ
２００）。この場合には、装置本体１は無線電話通話待機状態にある。このときには、装
置本体１の表示画面１１ａ（図２）やリモコン４の表示画面１９ａ（図２）には、このサ
ービス情報のタイトルなどのキーワードが表示され、聴取中のサービス情報がどのような
種類のものかを知ることができるようにしている。
【００７０】
かかる再生状態において、相手方からの着呼があると（ステップ１０１：なお、このとき
、ベル３７が鳴ってあるいはバイブレータが作動して着呼を知らせる。リモコン４にバイ
ブレータが設けられているときには、これが作動する）、そのままサービス情報の聴取を
継続したい場合には、所定の操作を行なうことにより、装置本体１は伝言モードに切り換
わり、相手方からのメッセージが、例えば、装置本体１内の記憶装置３５に書き込まれる
（ステップ２０２）。
【００７１】
なお、このような伝言モードに設定する方法としては、次のような方法がある。その第１
の方法は、再生モード中に相手方からの着呼があったときには、リモコン４での全ての操
作キー２０～２３（あるいは、通話キー２３のみ）を伝言モード設定キーとして機能させ
るものである。また、第２の方法としては、リモコン４に、さらに、専用の伝言モード設
定キーを設けるものである。そして、着呼があってから所定時間内（例えば、３秒以内）
にかかる伝言モード設定キーを操作すると、上記の伝言モードとなるようにする。第３の
方法としては、装置本体１もしくはリモコン４に専用の伝言モード設定キーを設けておく
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ものであるが、大容量メモリ２からのサービス情報の再生に先立って、この伝言モード設
定キーを操作して伝言モードを設定しておくものである。この第３の方法では、勿論、再
生中着呼があったときに操作しても、伝言モードとすることもできるが、再生前に操作し
て伝言モードとしておくことにより、再生中着呼があったときには、ユーザは何ら操作を
することなく、相手方からのメッセージを記憶装置３５などに自動的に記憶させることが
可能となる。
【００７２】
再生中に電話の着呼があっても、伝言モードの設定をしない場合、あるいは、伝言モード
が設定されていない場合には、装置本体１では、液晶表示部１１の表示画面１１ａに、ま
た、リモコン４では、液晶表示部１９の表示画面１９ａに夫々着呼があった旨を示す情報
が表示される（ステップ２０３）とともに、大容量メモリ２からの再生が一時中断し、こ
の再生中断時での大容量メモリ２のアドレスを停止位置マークとし、それを、例えば、記
憶装置３５に記憶して保持するマーキングが行なわれる（ステップ２０４）。しかる後、
装置本体１における処理装置３２のＣＰＵは、無線通信装置３１などを制御して相手方と
の無線電話接続をし（ステップ２０５）、通話状態にする（ステップ２０６）。
【００７３】
なお、ステップ２０３では、リモコン４の表示画面１９ａと無線電話通話待機状態にある
装置本体の表示画面１１ａとに同じ情報が表示されるようにしてもよいが、稼働している
リモコン４の表示画面１９ａに上記の着呼を示す情報を表示し、装置本体１の表示画面１
１ａには、リモコン４が稼働中であることを示す情報を表示するようにしてもよい。
【００７４】
通話が終了して上記の伝言モード設定キーを再度操作すると、通話状態が解除され（ステ
ップ２０７）、装置本体１の表示画面１１ａやリモコン４の表示画面１９ａに中断してい
るサービス情報の再生を再開するかどうかを問い合わせる情報が表示される（ステップ２
０８）。この再生の再開を希望する場合には、ユーザは装置本体１の操作部１０の再生キ
ー、あるいはリモコン４の再生／一時停止キー２１を操作すればよい。かかる操作により
、装置本体１の入力装置３３から、あるいはリモコン４のＣＰＵから操作本体１の処理装
置３２のＣＰＵに再生指示が与えられる（ステップ２１３）。このＣＰＵは、例えば、記
憶装置３５に保持されている停止位置マークを呼び出し（ステップ２１４）、この記憶装
置３５での停止位置マークを消去するとともに（ステップ２１５）、この呼び出した停止
位置マークが表わすアドレスから大容量メモリ２のサービス情報の再生を再開し、これを
リモコン４に接続されているイヤホーン５に供給する。これにより、中断した位置から続
けて再びサービス情報の聴取が可能となる（ステップ２００）。このとき、装置本体１の
表示画面１１ａやリモコン４の表示画面１９ａには、この再生されるサービス情報のタイ
トルなどのキーワードが再び表示される。
【００７５】
ステップ２０８において、サービス情報の再生が必要でない場合には、装置本体１の操作
部１０での停止キーやリモコン４での停止キー２２を操作すればよい。かかる操作が行な
われると、装置本体１の表示画面１１ａやリモコン４の表示画面１９ａに、ステップ２０
４で設定された停止位置マークをそのまま保存するかどうかを問い合わせる情報が表示さ
れる（ステップ２０９）。そのまま保存したい場合には、装置本体１の操作部１０の再生
キーやリモコン４の再生／一時停止キー２１を操作することにより、上記の停止位置マー
クはそのまま保存され（ステップ２１１）、保存しておく必要がない場合には、装置本体
１の操作部１０の停止キーやリモコン４の停止キー２２を操作することにより、上記の停
止位置マークは消去される（ステップ２１０）。しかる後、装置本体１やリモコン４は無
線電話通話待機状態となる（ステップ２１２）。
【００７６】
ここで、ステップ２１１でマーク保存が行なわれると、無線電話通話待機状態を経ても、
次に再生モードを設定したときには、このマークが指示するアドレスからのサービス情報
の聴取ができる。この場合も、中断したサービス情報の聴取を開始すると、マーク消去が
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行なわれる。
【００７７】
なお、リモコン４でサービス情報を聴取する再生状態にあるとき、装置本体１の操作部１
０の再生キーを操作すると、この装置本体１でスピーカ１３による再生状態となってリモ
コン４での再生状態は解除され、同様に、装置本体１でサービス情報を聴取する再生状態
にあるとき、リモコン４の再生／一時停止キー２１を操作すると、装置本体１での再生状
態が解除され、イヤホーン５で聴取できるリモコン４の再生状態となる。図８に示した動
作は、この再生モードにあるものの方に対するものであることはいうまでもない。
【００７８】
以上のように、この第１の実施形態では、リモコン４側でサービス情報を聴取していても
、相手方からの電話の着信があると、自動的に通話状態となるものであるから、また、相
手方からの電話の着信がある場合、リモコン４側の簡単な操作でもってサービス情報の聴
取をそのまま継続させることができるから、装置本体１の操作が全く不要となり、使い勝
手がより向上する。また、通話が終了した後も、リモコン４での簡単な操作でもって中断
したサービス情報の聴取を再開するか否かの選択を行なうことができる。
【００７９】
図９は本発明による携帯型通信端末装置の第２の実施形態を示す構成図であって、前出図
面に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。
【００８０】
図１に示した第１の実施形態では、大容量メモリ２を装置本体１に装着するようにしたも
のであったが、この第２の実施形態では、図９に示すように、リモコン４に大容量メモリ
２を出し入れ可能に装着できるようにしたものである。このため、装置本体１は、その構
成が、図２に示した第１の実施形態の装置本体１とは、大容量メモリ２の挿入口１４が設
けられていない点だけが異なるだけである。また、その回路構成も、図６に示した第１の
実施形態の装置本体１とは、大容量メモリ２やデコーダ３４を備えていない点で異なるだ
けである。
【００８１】
従って、この第２の実施形態では、サービス情報に対しては、装置本体１で受信するもの
の、装置本体１からリモコン４に送られ、このリモコン４に設けられたデコーダ（図示せ
ず）でデコードされて大容量メモリ２に格納される。そして、装置本体１でこの大容量メ
モリ２からサービス情報を読み出す場合には、この読み出されたサービス情報がリモコン
４からコード６を介して装置本体１に供給され、そのスピーカで聴取可能となる。
【００８２】
このように、この第２の実施形態は、図１に示した第１の実施形態に対し、大容量メモリ
２をリモコン４側に設けたこと及びこれに関連した構成に違いがあるだけであり、図７，
図８に示した動作もこの第２の実施形態にも該当するものである。
【００８３】
図１０は図９におけるリモコン４の一具体例を示す構成図であって、同図（ａ）はその正
面図、同図（ｂ）はその上面図、同図（ｃ）はその側面図、同図（ｄ）は同図（ａ）の分
断線Ａ－Ａに沿う断面図であり、４ａは筒状部、４ｂは平板部、３９は収納部、４０はイ
ジェクトキーである。なお、図３に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省
略する。
【００８４】
図１０（ａ）～（ｄ）において、リモコン４は筒状部４ａと矩形状もしくは正方形状の平
板部４ｂとからなり、平板部４ｂは筒状部４ａの長さ以下の幅を有し、筒状部４ａの外面
から突出した状態となっている。
【００８５】
この筒状部４ａの筒面をなす側面には、この筒状部４ａの長手方向に沿って選択キー２０
，再生／一時停止キー２１，停止キー２２，通話キー２３，イジェクトキー４０が配列し
て設けられており、その上面には、図１０（ｂ）から明らかなように、マイク２４が設け
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られている。また、この筒状部４ａの側面の各種キー２０～２３が設けられているのとは
反対側の箇所に、この筒状部４ａの長手方向に沿ってクリップ２５が設けられている。な
お、筒状部４ａは、円筒状をなしても、また、角筒状をなすものであってもよい。
【００８６】
一方、平板部４ｂの上面には、液晶表示部１９が設けられており、また、この平板部４ｂ
には、その外端面から筒状部４ａ内に達する収納部３９が形成されていて、大容量メモリ
２をこの収納部３９に出し入れ可能に収納することができる。大容量メモリ２を収納部３
９に手で押し込むことにより、この大容量メモリ２はリモコン４に装着され、イジェクト
キー４０を操作することにより、この大容量メモリ２をリモコン４から取り出すことがで
きる。また、各種回路を搭載した基板２７は、筒状部４ａ内に収納されているが、平板部
４ｂで支持されている。
【００８７】
この第２の実施形態では、このように、リモコン４側に大容量メモリ２が装着されるよう
にしたものであり、このため、装置本体１（図９）で受信したサービス情報はリモコン４
に送られ、リモコン４に内蔵のＣＰＵ（図示せず）の制御のもとに、デコードされて装着
されている大容量メモリ２に書込み保存されるものであるが、それ以外の構成，作用，効
果については先の第１の実施形態と同様である。
【００８８】
なお、上記各実施形態に用いたリモコン４は、例えば、図３に示すように、そこにジャッ
ク２６が設けられてイヤホーン５が接続できるようにしたものであるから、上記各実施形
態のように携帯型通信端末装置の装置本体１ばかりでなく、卓上に置いて使用される一般
家庭用などの電話機においても、かかるリモコン４を接続可能とする手段を設けることに
より、これにリモコン４を接続し、さらに、このリモコン４にイヤホーン５を接続し、こ
のリモコン４のマイク２４とイヤホーン５とを用いて通話を行なうようにすることも可能
である。このような通話方法によると、通話中も完全に手があいた状態となっているので
、通話しながらメモを取るなどの作業が非常に容易となる。
【００８９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、装置本体に接続されたリモコンにマイクロホンが
設けられ、さらに、このリモコンにイヤホーンが接続されて、これらマイクロホンとイヤ
ホーンとで相手方との通話ができるようにしたものであるから、装置本体によらずに通話
が可能となり、装置本体をバックなどに仕舞って持ち運ぶ場合などでは、通話のために装
置本体をわざわざバックなどから取り出すというような作業が不必要となるし、しかも、
情報配信システムから受信したサービス情報もイヤホーンで聴取することができるもので
あって、リモートコントローラでの簡単な操作でもって、リモートコントローラ側で相手
方との通話とサービス情報の聴取とが可能となり、使い勝手が大幅に向上する。
【００９０】
また、本発明によれば、装置本体またはリモートコントローラに大容量メモリを設け、情
報配信システムからの受信サービス情報をこの大容量メモリに書込み保存するものであっ
て、このサービス情報の受信のための操作は一切必要とせず、使い勝手が大幅に向上する
。
【００９１】
さらに、本発明は、大容量メモリから再生されるサービス情報の聴取モード中に相手方か
らの電話の呼び出しがあっても、リモートコントローラ側の簡単な操作により、伝言モー
ドとして、相手方のメッセージを得ながら聴取モードをそのまま継続させることができる
し、また、聴取モードを中断して相手方との通話もできるようにすることもでき、使い勝
手が大幅に向上する。しかも、聴取モードを中断した場合には、大容量メモリでの中断位
置のマーキングが行なわれるので、中断した位置からのサービス情報の再生再開が可能と
なり、再生再開位置を探索する手間が省けて使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明による携帯型通信端末装置の第１の実施形態の構成を概略的に示す図であ
る。
【図２】図１における装置本体の一具体例を示す構成図である。
【図３】図１におけるリモートコントローラの一具体例を示す構成図である。
【図４】図１で示した第１の実施形態の全体構成を示す図である。
【図５】図１に示した第１の実施形態の一使用形態を示す図である。
【図６】図１に示した第１の実施形態の回路構成を示すブロック図である。
【図７】図１に示した第１の実施形態の受信動作を示すフローチャートである。
【図８】図１に示した第１の実施形態の大容量メモリからの再生中に電話の読み出しがあ
った場合の動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明による携帯型通信端末装置の第２の実施形態の構成を概略的に示す図であ
る。
【図１０】図９におけるリモートコントローラの一具体例を示す構成図である。
【図１１】従来の携帯型通信端末装置の一例を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　装置本体
１ａ　上ケース
１ｂ　下ケース
２　大容量メモリ
３　アンテナ
４　リモートコントローラ
４ａ　筒状部
４ｂ　平板部
５　イヤホーン
６，７　コード
８，９　プラグ
１０　操作部
１１　液晶表示部
１１ａ　表示画面
１２　マイクロホン
１３　スピーカ
１４　挿入口
１９　液晶表示部
１９ａ　表示画面
２０　選択キー
２１　再生／一時停止キー
２２　停止キー
２３　通話キー
２４　マイクロホン
２５　クリップ
２９　窓
３９　収納部
４０　イジェクトキー
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